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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
水
害
発
生
時
に
お
け
る
避
難
勧
告
な
ど
の
判
断
基
準
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
時
点
の
全
国
の
市
区
町
村
に
お
け
る
避
難
勧
告
等
に
係
る
具
体
的
な
発
令
基
準
の
策
定
状
況

調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
水
害
発
生
時
に
お
け
る
避
難
勧
告
等
に
係
る
具
体
的
な
発
令
基
準
（
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
を

策
定
済
み
で
あ
る
市
区
町
村
の
割
合
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
時
点
の
四
十
六
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
五
十
九
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
へ
と
増
加
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
策
定
中
で
あ
る
市
区
町
村
を
加
え
た
割
合
は
九
十
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
基
準
の
策
定
は
着
実
に
進
ん
で
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
住
民
に
勧
告
す
る
手
段
と
し
て
の
通
信
方
法
等
に
お
け
る
整
備
の
進
捗
状
況
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
避
難
勧
告
等
の
情
報
伝
達
手
段
の
一
つ
で
あ
る
市
町
村
防
災
行
政
無
線
（
同
報
系
）
の
整
備
率

は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
末
時
点
で
、
七
十
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

三
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
毎
年
の
出
水
期
の
前
に
中
央
防
災
会
議
会
長
（
内
閣
総
理
大
臣
）
か
ら
都
道
府
県
防
災

一



会
議
会
長
に
通
知
す
る
な
ど
に
よ
り
市
区
町
村
に
お
け
る
基
準
の
策
定
を
促
す
と
と
も
に
、
先
進
事
例
に
係
る
情
報
提
供
等

を
行
う
こ
と
に
よ
り
市
区
町
村
に
お
け
る
基
準
の
策
定
を
支
援
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
未
策
定
の
市
区
町

村
に
お
い
て
速
や
か
に
基
準
が
策
定
さ
れ
る
よ
う
、
情
報
提
供
の
充
実
等
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二


